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第１６８回：七不講の真偽 

 

争いごとを避け、誰からも好かれるためには、口の利き方に注意し、会話力を磨く必要がある。いちばん

手っ取り早いのは、その種のノウハウ本を買うことだ。 近街の書店で「できる大人のモノの言い方大全」と

いった題名の本をよく見かけるが、費用対効果を考えると 1,050 円払う価値は十分ある。自分の一生を決め

かねない入社面接の場で自分の欠点を問われ、「優柔不断な性格です」とバカ正直に答える必要はない。

「何かを決める必要があるとき、いろんな側面を考え過ぎてしまい、決断が遅くなることがありますが、即断

すべきもの、熟慮すべきもの、この辺のメリハリをつけたいと考えています」と答弁すれば面接官は泣いて

喜ぶだろう。「内気は冷静」、「憶病は慎重」、「騙されやすいは他人を信頼できる」、「頑固は意志が強い」と

置き換えれば、人事部のヘッポコ面接官なんてイチコロだ。 

見ず知らずの人に文句を言うときは更に慎重な言い回しが必要となる。信号を無視して横断歩道を渡る

人に「コラ、中国人みたいなことをするんじゃないよ！」と云えば、時節柄、掴み合いのケンカになってしまう。

そこで気を利かせて「ここはマンハッタンではありませんよ」と云えば角は立たないだろう。世界を代表する

大都市の上海とニューヨークは全く趣が異なる街だが、唯一共通するのは誰も信号なんか守らないことだ。

但し信号無視のリスクは上海の方が遙かに高い。米国は訴訟社会だから、運転手は細心の注意を払って

運転する。しかし中国は違う。もし上海で交通事故に遭ったら轢かれ損とあきらめるしかない。中国政府も

自国民のパブリックマナーの悪さを気にしているようで、中国各地の路上はマナー向上を訴えるスローガン

で溢れている。漢字で書かれているので、日本人でも何となく読める。 

七不規範 

１・不随地吐痰・・ところかまわず痰を吐くな  

２・不乱扔垃圾・・ゴミをみだりに捨てるな 

３・不損壊公物・・公共物を壊すな 

４・不損壊緑地・・緑地を破壊するな  

５・不乱穿馬路・・ところかまわず道路を横断するな 

６・不在公共場所吸烟・・公共の場所で喫煙するな 

７・不説粗話贓話・・汚い言葉を使うな 

中国に長く住んだことのある人は、地下鉄内で親が子供に小便させている光景を見たことがあるだろう。

初めて見たときは腰を抜かすほど驚いたが、中国ではよくあることだ。日本でも、「出物腫れ物所嫌わず」と

云うように、幼児の小便程度であれば許せないこともないが、今年４月２２日、深圳地下鉄３号線の深圳駅

エレベーターの中で、さる大人の女性が堂々と「深圳女子在地鉄站電梯中大便・・網友譴責」するという事件

が発生し、駅の防犯カメラに映った犯行写真が流出してしまったことから、「臭い、きちゃない、テロ行為だ、

中国の恥だ」とネット上が蜂の巣をつついたような大騒ぎに発展してしまった。尾籠な話なので翻訳は割愛

する（注：「地鉄站＝地下鉄の駅」、「電梯＝エレベーター」、「網友＝メル友」）。そんなわけで、規範が７つで

は足りそうもないので、８つの規範に改め「公共の場所でうんこするな」が近々登場するかもしれない。 
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七不規範のウンチクはここまでとして、 近もっと気になるのが、「七不講」運動と呼ばれるキャンペーン

である。 近、中国は思想統制の強化を強めており、共産党中央は今月はじめ国内の大学の党組織を通じ、

一党独裁の堅持に関する７つのキーワードの使用を禁止したという。これを香港のメディアや米国の華字紙

は「七不講」命令と報道している。中国政府はこの禁止措置を公式に認めたわけではないが、各国が一斉

に報道に踏み切ったことから事実に間違いなかろう。報道によると７項目とは、①普世（普遍）価値、②新聞

自由、③公民社会、④公民権利、⑤党的歴史錯誤、⑥権貴資産階級、⑦司法独立を指すそうだ。⑥は権力

者と資本家の癒着を指す。二・二六事件の前夜、青年将校たちが政治家と財閥の癒着を糾弾した昭和維新

の歌「権門上に傲れども国を憂うる誠なし、財閥富を誇れども社稷を思う心なし」を思い出す。当局が言論統

制に踏み切ったこれら７カ条とは憲法に違反する項目ではなく、むしろ中国の憲法によって保障されている

価値観であることから、大学キャンパスに集う学者や学生たちの多くが、学問の自由に対する侵害だとして

ネットや中国版ツイッターを通じて反撃に転じている。 

 

習近平を中心とする新執行部は、 近党の指示が上意下達せず、中国国内で思想が混乱している現象

を危惧しており、社会主義路線の正当性を死守するために、彼らが諸悪の根源だと思い込んでいる大学の

リベラルな教育を何とか是正したい考えのようである。大学への統制強化は、権力闘争ともリンクしており、

習近平執行部による言論統制の背景には、胡錦濤前主席率いる共青団派の大学への影響力を減らしたい

思惑も当然あるだろう。習近平は 近民族主義を煽りたてる「中華民族の偉大なる復興」といった復古調の

スローガンを打ち出しており、周辺諸国に対する強硬姿勢を示すなど保守的立場を明確にしている。むかし

毛沢東が文化大革命を発動したとき、右派と左派の違いも知らない中学生たちを手先に使い、北京大学や

清華大学のリベラルな教授陣を追放し、一点突破・全面展開方針で文革を全土に拡大させた経緯がある。

習近平が毛沢東を崇拝するのは彼の自由だが、今回の「七不講運動」が「反党・反社会主義」の思想傾向

がある大学教師を教育現場から駆除する「キャンパス浄化運動」に発展することだけは避けるべきである。

政治家が曲学阿世の徒を嫌う理由は理解できないでもないが、もしもこんな運動を発動すれば、習一族を

不幸のどん底に叩き落とした５０年代の反右派闘争や百花斉放百家争鳴が墓場から甦ることになり、 後

までリベラル派の胡耀邦を支持した泉下の父上、習仲勲が泣くよ。（了） 

文中の見解は全て筆者の個人的意見である。   

                                   平成２５年５月２１日   

筆者プロフィール 

杉野光男 

東洋証券株式会社 主席エコノミスト 

一橋大学商学部卒、 三菱信託銀行（現三菱 UFJ 信託銀行）入社、上海華東師範大学へ留学 

同行北京駐在員、上海駐在員事務所長、理事中国担当部長を経て、２００７年より現職 

著書  日本の常識は中国の非常識（時事通信社）、中国ビジネス笑劇場（光文社）等 
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ご投資にあたっての注意事項 
手数料等およびリスクについて 
①株式の手数料等およびリスクについて 

・ 国内株式の売買取引には、約定代金に対して 大1.2075％（税込み）（約定代金が260,869円以下の場合は、

3,150 円（税込み））の手数料をいただきます。国内株式を募集、売出し等により取得いただく場合には、購入

対価のみをお支払いいただきます。 

 国内株式は、株価の変動により、元本の損失が生じるおそれがあります。 

・ 外国株式等の売買取引には、売買金額（現地における約定代金に現地委託手数料と税金等を買いの場合に

は加え、売りの場合には差し引いた額）に対して 大 0.8400％（税込み）の国内取次ぎ手数料をいただきます。

外国の金融商品市場等における現地手数料や税金等は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定さ

れますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。 

 外国株式は、株価の変動および為替相場の変動等により、元本の損失が生じるおそれがあります。 

②債券の手数料等およびリスクについて 

・ 非上場債券を募集・売出し等により取得いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 

 債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、元本の損失を生じるおそれがあります。外国債券は、金

利水準の変動等により価格が上下するほか、カントリーリスク及び為替相場の変動等により元本の損失が生

じるおそれがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により元本の損失を生じるおそれがありま

す。 

③投資信託の手数料等およびリスクについて 

・ 投資信託のお取引にあたっては、申込（一部の投資信託は換金）手数料をいただきます。投資信託の保有期

間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合

があります。 

投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、

本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。 

 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市

場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価格が変動し、元本の損失が生じるおそれがありま

す。 

④株価指数先物・株価指数オプション取引の手数料等およびリスクについて 

・ 株価指数先物取引には、約定代金に対し 大 0.0840％（税込み）の手数料をいただきます。また、所定の委

託証拠金が必要となります。 

・ 株価指数オプション取引には、約定代金、または権利行使で発生する金額に対し 大 4.20％（税込み）（約定

代金が2,625 円に満たない場合は、2,625円（税込み））の手数料をいただきます。また、所定の委託証拠金が

必要となります。 

 株価指数先物・株価指数オプション取引は、対象とする株価指数の変動により、委託証拠金の額を上回る損

失が生じるおそれがあります。 

ご投資にあたっての留意点 

 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券

等書面、目論見書、等をよくお読みください。 


